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○糸魚川市健康づくりセンター条例施行規則 

平成23年３月31日 

規則第23号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、糸魚川市健康づくりセンター条例（平成22年糸魚川市条例第22

号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（利用の許可） 

第２条 条例第７条第１項に規定する利用の許可は、糸魚川市健康づくりセンター利用

券（以下「利用券」という。）の発行をもって行う。 

２ 利用券は、１回券、回数券、１か月券、フィットネス回数券及びフィットネス１か

月券とし、条例別表に規定する使用料を市長に納めた者に発行する。 

３ １か月券及びフィットネス１か月券は、会員証に記載された期間に限り有効とする。 

（専用利用の手続） 

第３条 条例第７条第２項の規定により専用利用の許可を受けようとする者は、健康づ

くりセンター専用利用許可申請書（様式第１号。以下「専用利用申請書」という。）

を市長に提出しなければならない。 

２ 専用利用の許可を受けようとする者は、専用利用申請書を専用利用をしようとする

日の３日前までに提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の専用利用申請書については、専用利用しようとする日の１月以前の

ものは、受理しない。ただし、利用内容により市長が必要と認めたときは、この限り

でない。 

（専用利用の許可、変更及び取消し） 

第４条 市長は、前条の規定による専用利用を許可するときは、健康づくりセンター専

用利用許可（不許可）書（様式第２号。以下「専用利用許可書」という。）を交付し、

専用利用を不許可とするときは、その旨を通知するものとする。 

２ 専用利用の許可を受けた者（以下「専用利用者」という。）は、健康づくりセンタ

ーの利用に当たり、専用利用許可書を提示し、かつ、条例別表に規定する使用料を納

めるものとする。 

３ 専用利用者は、専用利用の内容を変更し、又は専用利用を取り消そうとするときは、
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速やかにその旨及び理由その他必要な事項を記載し、専用利用許可書を添えて市長に

提出しなければならない。 

（使用料の減免） 

第５条 条例第10条の規定により利用料金を減免することができる場合は、次のとおり

とする。 

(1) 市内の小中学生が授業で利用するとき。 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。 

２ 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、その旨及び理由その他必要

事項を記載して市長に提出しなければならない。 

（還付の手続） 

第６条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、その旨

及び理由その他必要事項を記載してものを市長に提出しなければならない。 

（利用者の遵守事項） 

第７条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 所定の場所及び許可を受けた場所以外での火気の使用、飲食又は喫煙をしない

こと。 

(2) 設備、備品等の取扱いは、丁寧に行い、損傷し、又は滅失したときは、直ちに

市長に申し出て、指示を受けること。 

(3) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。 

（指定管理者への適用） 

第８条 条例第14条の規定により健康づくりセンターの管理を指定管理者に行わせる

場合は、第２条から前条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第

１号及び様式第２号中「糸魚川市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものと

する。 

（その他） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 
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附 則（令和２年３月24日規則第17号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

 


